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市民参加推進審議会（第８期）諮問事項

１ 市民参加条例の運用状況の検証について

市民参加による市政運営について、より適切で

効果的な運用をしていくため、条例の運用状況の

検証と意見を求めるもの。

２ 団体や企業を通した市民参加の裾野を拡大させる

ための方策について

（前回まで審議した諮問事項）
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市民参加条例について

条例で定めている主な事項

 市民参加の基本原則

 市・市民の責務

 市民参加の方法

 市民参加が必須となるもの

 市民参加推進審議会
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市民参加の基本原則 （条例前文）

原則① 情報共有

原則② 自発的・自主的

原則③ 市民の皆さんが自由に参加

原則④ 信頼と共感
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「市の責務」と「市民の責務」 （第３条・第４条）

市の責務

 市民参加を基本とした市政運営

 市民参加しやすい環境の整備

 積極的な市政情報の公表・提供、説明責任の履行

市民の責務

 責任と自覚を持って市民参加するよう努める

 互いの立場を尊重し市民参加するよう努める
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市民参加の方法 （第５条・第10条）

① パブリックコメント手続

② 審議会等

③ 市民会議

④ ワークショップ

⑤ 公聴会・説明会

⑥ アンケート調査等

＋α その他の方法

⇒６つの方法の他、より効果的な方法を積極的に行う
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市民参加が必須となるもの （第６条）

以下の場合、立案過程での市民参加が必須。

 基本計画や、各施策の個別計画等の策定・変更

 市政に関する基本方針を定める条例の制定・改廃

 市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える

条例の制定・改廃

 市民に義務を課し、または権利を制限する条例の制定・改廃

 大規模な公共施設の設置に係る計画等の策定・変更

 その他、実施機関が必要と認めるもの

※緊急に行う必要があるものや市税の賦課徴収に関するものなど、例外あり。
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市民参加推進審議会 （第１１条）

審議事項

 条例の運用に関すること

 新たな市民参加の方法に関すること

 その他、市民参加の推進に関し必要な事項

今回の諮問事項は、この部分を審議いただくもの
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市民参加の推進に向けた市の取り組み

情報発信
 ＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅの活用

 パブリックコメント実施や審議会等委員募集予定の公開

 広報の市民参加募集記事にアイコンを表示

市公式ＬＩＮＥ 広報はちおうじ 令和5年１０月1日号
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市民参加の推進に向けた市の取り組み

参加しやすい環境の整備
 無作為抽出方式による参加機会の提供

（審議会等委員、アンケート調査等）

 ＩＣＴを活用した参加方法

（アンケート調査オンライン回答、オンライン会議等）

 高校、大学を通じた市政提案事業の実施

 ＬＩＮＥによる破損箇所通報機能導入

職員の意識向上
 職員向け研修（新規採用職員・一般職員）

 職員向けガイドライン等の作成
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令和４年度の市民参加実施状況

市民参加必須事業の実施状況

 対象となる２０事業の全てで市民参加を実施

 複数手法を組み合わせた事例が多数

 意見を求めたい対象者（地域・年代・国籍等）を意識した

取り組みも実施

 アンケート回答率や参加者の固定化・モチベーション維持

を課題とする事例あり


